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漂流・漂着物対策に資する経済産業省の施策 

 

平成２２年４月１７日 

経 済 産 業 省 

 

 平成１８年６月に環境省が海岸管理者に対して行った漂流・漂着ゴミアンケ

ートでは、漂流・漂着ゴミの運搬・保管や処分に苦慮しているものとして、流

木や漁具類に次いで、ペットボトル、ビン・缶、ポリ容器等の容器包装も挙げ

られている。これらの漂流・漂着ゴミには、海外からの漂着物も含まれている

が、国内で発生したものも含まれている。 

 このため、国内において、事業者による容器包装廃棄物の排出抑制等を促進

することは、漂流・漂着ゴミに対する対策としても有効であると考えられる。 

 

 

１．容器包装リサイクル法に基づく排出抑制の促進 

同法では、家庭など一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物について、その減量

化と資源の有効利用を図るため、消費者による分別排出、市町村による分別収集、事業

者のリサイクル義務を規定している。また、平成１８年６月に成立した一部改正法にお

いて導入された、容器包装廃棄物の排出抑制を促進するための措置も平成１９年４月よ

り施行され、小売業者におけるレジ袋対策等の強化が図られたところ。 

                         

（参考）経済産業省における容器包装リサイクル法関係の予算    ５９７百万円の内数 

（平成２２年度予算額） 

 

２．３Ｒの普及啓発 

毎年１０月を「３Ｒ推進月間」と位置づけて普及・広報活動を行っている。 

※内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・ 

環境省の８府省で実施。 



・全国一級河川の水質汚濁防止連絡協議会等の組織を活用し、関係機関が連携し
て河川ゴミ対策に取り組む体制を強化
・協議会等で不法投棄発見時の関係機関への連絡体制をルール化
・関係機関による合同パトロール等の取り組みを強化

・市民と連携し、ゴミマップ等を活用した環境教育や清掃活動を実施
・ゴミマップを環境教育、清掃活動等の場で配布、活用
・小・中・高等学校等の教育機関と連携し、清掃活動の実施や職員による出前講座等の中で、不
法投棄抑止の啓発活動を推進

河川における漂流･漂着ゴミ問題への取組

連携体制の強化

啓発活動の推進

河川管理の強化

・監視体制の強化、河道内樹木の計画的伐採

■投棄させない環境づくり・監視強化
ゴミマップ等を活かした看板の設置、監視カメラの設置等を引き続き実施

■治水上支障となる河道内樹木の伐採を維持管理に関する計画に位置づ
け、計画的に実施

主な取り組み

・河川巡視等による早期発見・対応、連携した監視等

・河川・ダム等に貯留した流木・ゴミ等の処理

・流域の住民との連携による清掃活動の実施

・ゴミマップの作成、看板設置による普及啓発等

取り組みの強化

見通しの向上夜間巡視 計画的伐採

関係機関の連携 合同パトロールの実施

河川ゴミの調査

平成20年度実績

109水系、122ダム・堰（直轄、機構）

109水系、122ダム・堰（直轄、機構） 約５万ｔ

102水系 延べ約66万人参加

109水系作成（ゴミマップ）
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閉鎖性海域における漂流ごみの回収

船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明・八代海の閉鎖性海域において、
海面に漂流する流木等のゴミの回収や船舶等から流出した油の防除等を行っています。

海洋環境整備事業の概要

漂流ゴミの回収

潮目に集積する漂流ゴミ

漂流ゴミを双胴部で

跨ぐように航行

清掃船「いこま」

清掃兼油回収船「がんりゅう」

流木の回収状況

海洋短波レーダーでごみの集まる潮目を予測

漂流ゴミの予測

船体中央の開口部から

スキッパーを海面に降ろし
ゴミを回収

貯まったゴミは、スキッパー

を回転させ、ゴミコンテナに

積込む

ゴミコンテナ

スキッパー

油の防除

放水拡散作業の様子

清掃兼油回収船「わしゅう」清掃兼油回収船「Ｄｒ．海洋」

回収作業中の油回収装置

船舶の事故等により
流出した油を防除

↓

原油等の重い油；回収作業
比較的軽い油；放水拡散等



気象庁における漂流･漂着ゴミ問題に関連する取組 

日本周辺海域及び北西太平洋の浮遊プラスチック類の監視 

 

１．取組の概要 

・ 日本周辺海域及び北西太平洋の定まった航路上（観測定線）を

運航する海洋気象観測船によって、1977 年から、浮遊プラスチッ

ク等の海上漂流物の目視観測を実施。 

・ 観測した浮遊プラスチック等の海上漂流物の分布、種類、浮遊

数の経年変化などを、気象庁のホームページなどで公表。 

 

２．平成２２年度の予定 

・ 平成２２年度は、季節ごとに日本周辺及び北西太平洋の観測定

線で、浮遊プラスチック等の海上漂流物を目視観測する予定。 

・ この観測は、海洋汚染防止のため、「海洋バックグランド汚染観

測」業務の一環として実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観測定線と発見したプラスチック等の漂流物の数（100km あたり） 

2009 年 夏季 
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平成２２年４月１６日

海 上 保 安 庁

海上保安庁における漂流・漂着物への取り組みについて

１．一般市民への海洋環境保全思想の普及を目的とした漂着ゴミ分類調査

６４回、一般市民参加者７,６４６名 （平成２１年）

２．大量漂着物への対応

当庁では、同一の排出源からのものと思われる大量の漂着物が認められた場

合に、関係地方公共団体等と連携して漂着状況を調査し、排出源、排出原因の

特定など、事件・事故の両面から調査を実施するとともに、関係自治体への情

報提供、地域住民への注意喚起等を実施している。

【最近の事例】

※平成２１年１２月中旬頃から、日本海沿岸域を中心（沖縄県～北海道）に

おいて、ポリ容器２万個以上の漂着を確認

３．予算措置について

海洋汚染の防止対策の一環として、上記１、２を実施
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環境省による漂流・漂着ゴミ問題への主な取組 

 

平成２２年４月 

環    境    省 

 

Ⅰ 平成２１年度補正予算 

 

○ 地域グリーンニューディール基金事業（海岸漂着物地域対策推進事業） 

（平成２１年度補正(事業期間：平成２１年度～２３年度) ６，０００百万円） 

都道府県が設置する地域グリーンニューディール基金への補助によ

り、都道府県又は市町村が海岸管理者等として実施する海岸漂着物等の

回収・処理に関する事業や、都道府県や市町村による海岸漂着物等の発

生抑制対策に関する事業等に対する支援を行う。 

 

Ⅱ 平成２２年度予算 

 

○ 漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査 

（平成２２年度 １４１百万円（平成２１年度 １８８百万円）） 

モデル地域において、漂流・漂着ゴミに関する各種調査を実施するとと

もに、地域の関係者による検討会を開催し、地域の実情に応じた漂流・漂

着ゴミの回収・処理方法及び対策のあり方を整理する。 

  ※ 平成２１～２２年度は、９道県１０海岸において調査を実施。 

 

○ 災害等廃棄物処理事業費補助金 

（平成２２年度 ２００百万円（平成２１年度 ２００百万円）） 

   災害等廃棄物（海岸保全区域外の海岸に大量に漂着したごみも含む）を、市町村等

が収集・運搬及び処分する場合、当該処理事業について支援する。 

 

○ 廃棄物処理施設整備費（循環型社会形成推進交付金） 

（平成２２年度 ５９，０２９百万円の内数（平成２１年度 ７３，０１９百万円

の内数）） 

   市町村が海岸漂着物を含む廃棄物の処理を行うために必要な廃棄物処理施設の整

備について支援する(平成 22年度からメニューに海岸漂着物に係る除塩施設、破砕切

断施設等の処理施設を追加（交付率 1/3（離島・沖縄 1/2））。 

 

○ 不法投棄等の未然防止及び拡大防止対策の推進 

（平成２２年度 １３８百万円の内数（平成２１年度 ５５百万円の内数）） 

   廃棄物処理法に基づく規制強化等を進めるとともに、地方自治体等との連携の下総

合的な施策を実施し、不法投棄等の不適正処分の未然防止や拡大防止を推進する。 

 

資料 ２－１１ 



 

 

○ （新規）漂着ゴミ発生状況・原因究明調査 

（平成２２年度 ６８百万円（平成２１年度 ０百万円）） 

漂着ゴミの全国的な分布状況や経年変化等を把握するためのモニタリ

ング、代表的な地域における主要漂着ゴミを対象に発生実態や流出状況等

を追跡した原因究明調査、我が国から流出するゴミの状況把握調査を行

う。 

 

Ⅲ その他の国際的な取組  

 

○ 多国間協力 

   日本、中国、韓国、ロシアによる北西太平洋地域海行動計画（ＮＯＷＰ

ＡＰ）の枠組みにおいて、外務省と連携し、普及啓発キャンペーンや、各

国の取組を共有するためのワークショップを開催。 

    また、日中韓三カ国環境大臣会合において、漂流・漂着ゴミの問題を取

り上げ、三カ国で更なる協力が必要との認識を共有。 

 

○ 二国間協力 

   海外から廃ポリタンクや医療系廃棄物などの大量漂着が認められた場

合、関係地方公共団体等と連携して漂着状況の把握を行い、外務省と連携

し、関係国に対して原因究明及び対策実施を要請。 

   ※ 本年３月１０日には韓国と実務協議を開催。 

 




